
○草加市ごみ収集カレンダー広告取扱要領 

平成２２年１月４日 

告示第３号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、草加市広告掲載事業要綱（平成１８年告示第５４５号。以下「要綱」

という。）及び草加市広告掲載基準（平成１８年告示第５４６号）に定めるもののほか、

市の配布するごみ収集カレンダーを広報媒体として活用することについて必要な事項を

定めるものとする。 

（広告媒体） 

第２条 この要領の対象となる広告媒体は、市が発行するごみ収集カレンダーとする。 

（規格） 

第３条 掲載する広告の規格は、１箇所につき縦２．５センチメートル×横１２．０セン

チメートルとする。 

（掲載位置等） 

第４条 広告の掲載位置及び掲載順序は、市長が別に定めるものとする。 

（掲載料） 

第５条 広告掲載料（以下「掲載料」という。）は、１箇所１スペースにつき５０，００

０円とする。 

（掲載の募集） 

第６条 広告掲載の募集は、広報紙及びホームページへの掲載により行うものとする。 

（掲載の申込み） 

第７条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、草加市ごみ収集カレン

ダー広告掲載申込書（第１号様式）に別に定める書類を添えて、市長に申し込むものと

する。 

２ 広告掲載の使用可能箇所数は、１申込者当たり最大２箇所までとする。 

（掲載の決定） 

第８条 市長は、前条の申込みを受けたときは、申込内容等を審査し、掲載の可否を決定

するものとする。 

２ 市長は、前項の審査に当たり、申込者又は広告内容等が要綱第３条に規定する基準に

適合しないおそれがあると認めるときは、要綱第５条に規定する草加市広告審査委員会



（以下「委員会」という。）の審査を経て、その可否を決定するものとする。 

３ 市長は、当該掲載枠に対する申込み（第１項及び前項の審査により掲載を適当と認め

る広告に限る。）が競合する場合は、委員会の委員長の立会いのもと、第２条に規定す

る広告媒体を所管する課の職員による抽選により掲載広告を決定するものとする。 

４ 市長は、前各項の規定において掲載広告を決定したときは、草加市ごみ収集カレンダ

ー広告掲載決定・否決定通知書（第２号様式）により申込者に通知するものとする。 

（掲載料の納付） 

第９条 前条第４項の規定により広告掲載の決定通知を受けた者（以下「広告者」という。）

は、当該通知を受けた日から１４日以内に掲載料を納付しなければならない。 

（原稿の提出等） 

第１０条 広告者は、広告掲載に係る版下原稿を市が指定する期日までに紙原稿及びCD―R

等の電子媒体により提出しなければならない。 

２ 前項の版下原稿の作成に係る経費は、広告者の負担とする。 

（掲載期間） 

第１１条 広告掲載期間は、ごみ収集カレンダー発行年４月から翌年３月までの１年間と

する。 

（広告内容の責任） 

第１２条 広告の内容に関する責任は、広告者が負うものとする。 

（掲載料の還付） 

第１３条 掲載料は、原則として還付しない。ただし、掲載決定後、広告者の責めに帰さ

ない事由により、広告を掲載することができなくなったときは、この限りではない。 

（その他） 

第１４条 第７条に定める申込みがないとき、又は第８条の審査の結果、掲載を適当と認

める広告が、掲載可能枠数に満たない場合は、市の広告を掲載することができる。 

２ この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要領は、公布の日から施行する。 



 



 



第１号様式（第７条関係） 

第２号様式（第８条関係） 

 


